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1.ITは地方が抱える課題解決 に
有効な手段

 ITは世代、地域を超えて、
経済再生に寄与

 地方公共団体、企業等への
ITの導入促進

 まち・ひと・しごとの「地方版
総合戦略」の策定・実行に
寄与

2.地方創生に向けた「まち・ひ
と・しごと」の好循環の確立
 【ひと・しごとをつくる】【まちを

つくる】

【まち・ひと・しごとを支える】

3.実感できる地方創生を実現
 変革意欲を有する地域で、産

業活性化、生活の質を向上
 2020年までに「実感できる地

方創生」を達成

IT総合戦略本部 地方創生IT利活用推進会議

～ 地方創生IT利活用促進プラン（案）
～

位置付け・目的 基本的考え方 国の重点的な取組
＜３＋３方針＞

 地方独自戦略の挑戦的な

＜地方創生IT利活用に向けた３本の矢＞ （別紙参照）

住みやすさ
の 向上

地域産業
の 活性
化

地方公共団体業務
の効率化

相互補完

地方公共団体等におけ
る ３つの基本方針

①戦略性（地元の魅力、
コンセプトづくり）

②郷土性（地元の遊休
資源の有効活用）

③連携性（地域を超えた
連携）

国の支援方針

① 変革意欲のある地方
公共団体への支援

② 持続可能な取組への
支援

③ 挑戦的な取組と横展
開への支援

取組だけでなく、連携・
横展開の重要性

• 全国各地でのIT利活用に係る挑戦的な取組と全国への横展開を推進し、我が国の経済再生に貢献。

• 変革意欲のある地域で、産業活性化、生活の質の向上を図り、2020年までに「実感できる地方創生」を実現。

＜人材・産業活性化支援＞

①地方公共団体への人材支援
 地方公共団体へのアドバイス、人材

派 遣等

②ベンチャー・中小企業等への支援
 地域ITスタートアップファンドの創設
 小規模事業者へのクラウド化支援等

③ワークライフバランス推進・コミュ
ニ ティ支援
 女性や高齢者等の活躍、働き方改革
 見守りによる地域コミュニティ活性化
等

＜利活用障壁の解消＞

① IT利活用加速化に向けた
制度見直しの推進

 IT利活用社会の推進に
向 け、新たな法律の制定
も視 野に検討

②地方創生特区のフル活用
 ITを利活用した新たなビジ

ネスモデルへの対応（近未
来技術特区の拡充等）
※交通、観光、農業分野等

＜情報共有基盤、ガイドライン等の整備＞

 地方間・国地方間の情報共有の場の創設と横展開の推進

 取組事例、ガイドライン等の整備（導入の手引き）

・国・地方のIT利活用による行政サービスの質の向上（マイナンバー制度を含む）

・国・地方のオープンデータとその活用の推進

・分野別の取組事例の提示と支援施策（農業６次産業化、観光業促進等） 他

平成27年5月28日

推進体制

•  各施策に係る工程表の作成
•  優先順位の明確化

•  本プランの地方への周知、普及徹底
•  IT総合戦略本部でのPDCAサイクル



社会保障・税番号制度
（マイナンバー制度）

Osamu Sudoh 2015

内閣官房 社会保障改革担当室

内閣府 大臣官房 番号制度担当室



効果

 より正確な所得把握が可能となり、社会保障や税の給付と負担の公平化が図られる
 真に手を差し伸べるべき者を見つけることが可能となる
 大災害時における真に手を差し伸べるべき者に対する積極的な支援に活用できる
 社会保障や税に係る各種行政事務の効率化が図られる
 ＩＴを活用することにより添付書類が不要となる等、国民の利便性が向上する
 行政機関から国民にプッシュ型の行政サービスを行うことが可能となる

 より公平・公正な社会
 社会保障がきめ細やかかつ的確に行われる社会
 行政に過誤や無駄のない社会
 国民にとって利便性の高い社会
 国民の権利を守り、国民が自己情報をコントロールできる社会

実現すべき社会

社会保障・税番号制度の導入趣旨

番号制度は、複数の機関に存在する個人の情報を同一人の情報であるということの確認を行うため
の基盤であり、社会保障・税制度の効率性・透明性を高め、国民にとって利便性の高い 公平・公
正な社会を実現するための社会基盤（インフラ）である。

社会保障・税・災害対策の各分野で番号制度を導入



諸手当申請書

社会保障給付等の申請を行う際に必要となる情報につき、申請者が添付書
類等を付することによるのではなく、申請を受けた行政機関等が、関係各機関
に照会を行うことで取得することが可能となるため、申請者が窓口で提出する書
類が簡素化されることとなる。

行政機関、地方公共団体その他の行政
事務を処理する者が保有する個人の情報
が、同一人の情報であるということの確認を
行うことができ、行政機関、地方公 共団体等
の間において当該個人情報の照会・提供を
行うことが可能となる。

行政機関等の
受付窓口

市町村
サーバー

年金支給者
サーバー

地方税関係情報

世帯情報

年金給付関係情報

医療保険者
サーバー

市町村
サーバー

番号で、こう変わる

行政機関等の間や業務間の連携が行わ
れることで、より正確な情報を得ることが可能と
なり、真に手を差し伸べるべき者に対しての、
よりきめ細やかな支援が期待される。

都道府県
サーバー

障害者関係情報

医療保険
給付関係情報

提供

照会

番号制度導入



情報提供記録 機関別符号Ａ

機関別符号B

個人

情報提供ネットワークシステム
（コアシステム）

政府共通NW
ＬＧＷＡＮ等

個人番号カードによる
公的個人認証

※機械的な読み取り＋パスワード入力
（個人番号は用いない）

特定個人情報
保護委員会

情報提供ネット
ワークシステム
及び 情報照会・
提供 機関に対
する 監視・監督

など

【主な機能】
○要求に応じて機関
ごとに機関別符号
を生成

○機関別符号同士の
紐付け

○情報提供を許可

地方公共団体情報システム機構（H26.4.1 設立）

市町村が付番

IFシステム 中間サーバー
住基連携用
サーバー

機関別符号A
団 体 内 統 合
宛 名 番 号 Ａ

個 人 情 報コアシステム

個 人 番 号
団 体 内 統 合
宛 名 番 号 Ａ

基本4情報

個 人 情 報

住基全国サーバー

IFシステム
集約ASP

中間ｻｰﾊﾞｰ・
ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ

既存システム群

機関別符号B
団 体 内 統 合
宛 名 番 号 B

個 人 情 報

個 人 番 号
団 体 内 統 合
宛 名 番 号 B

基本4情報

個 人 情 報

○機関別符号生成要求
○個人番号等照会

機関別符号生成要求

既存システム群

自己情報
表示機能

お知らせ情報
表示機能

情報提供等
記録開示機能

ワンストップ
サービス

インターネット

番号制度における情報連携の概要

地方公共団体以外の機関（H29.1 情報連携開始予定）

Ｈ26.1.1 設置

H29.1 運用開始予定

地方公共団体（H29.7 情報連携開始予定）

住基ＣＳ
又は都道府県サーバー



1234 5678 9012個人番号

番号 花子氏 名

平成10年3月31日生年月日

●×××××××××××××××
××××××××

●×××××××××××××××
×××××××

連絡先:××××××××××××

個人番号カードの表面 (案 ) 個人番号カードの裏面 (案 )

個人番号カードの３つの利用箇所について

法令利用
AP

券面
AP

公的個人
認証AP
（署名用電子
証明書、利用
者証明用電子
証明書）

住基
AP

券面事
項入力
補助AP

（２）ICチップの空き領域

国の行政機関、地方公共団体の機関等が法令で定めることに
より利用可能。

・印鑑登録証 ・コンビニ交付
・証明書自動交付機 ・図書館利用
・公共施設予約 ・地域の買い物ポイント 等

（３）電子証明書
行政機関等（e-TAX、マイポータル（予定））の他、新たに
総務大臣が認める民間事業者も活用可能に。
イメージ：金融機関におけるインターネットバンキング、

インターネットショッピング等

（１）個人番号

社会保障、税又は災害対策分野における法定事務（番号法別
表第一に定める事務）において利用。

また、地方公共団体においては、この他類する事務で条例で定
める事務に利用可能。個人番号カードのICチップ内の構成

必須事項領域 空き領域

【住民票
コード 】

【個人
番号 】

女

△△県○○市□□□町1-1-1

番号 花子

2026年 3月31日まで有効

個人番号
カード

住 所

平成10年3月31日生年月日 性 別

サインパネル領域

氏 名

1234セキュリティコード

×××

住所変更などが
あった場合に利用。

QRコードで、個人番
号12桁を記録する。

電子証明書の
有効期限を記載



番号制度に係る地方公共団体の中間サーバー整備の共同化・集約化の基本的考え方

■ 番号制度導入に当たって、地方公共団体において整備が必要となる中間サーバー
については、次のとおりクラウドの積極的活用により、共同化・集約化を推進。

②ハードウェア：クラウドによる共同化・集約化

 中間サーバーのハードウェアの整備は、クラウドの積極的な活用により共同化を図ることとし、
中間サーバーの拠点（「中間サーバー・プラットフォーム」）を、機構が全国２か所に用意
（平成26年度後半～27年度で整備）

⇒ LGWAN-ASPの活用
⇒ 機構が用意するこのプラットフォームを各都道府県・市区町村が活用

→ （a）イニシャルコスト・ランニングコストの節減、（b）セキュリティ、運用の安定性の確保
につながるもの

※ 整備経費については、各都道府県及び市区町村の負担とし（機構への負担金）、当該負担金に
応じて各団体に対して国庫補助金を交付（補助率10/10）

①ソフトウェア：国による一括開発

 中間サーバーのソフトウェアは、地方公共団体において共通的に整備することが必要となるもの
であり、国（総務省）において一括開発（平成25年度～）し、地方公共団体に配布
（当該ソフトウェアの保守は地方公共団体情報システム機構が実施）

２



個人番号制度に係る地方公共団体のシステム整備

中間サーバー

情報照会・提供機関Ａ

情報照会・提供機関Ｂ

政府共通ＮＷ
ＬＧＷＡＮ等

市町村

情報提供ネットワークシステム（国）

税務システム他

IF
システム

IF
システム

IF
システム

住基システム

情報提供NWS
（コアシステ

ム）

ハードウェアについては、
「中間サーバー・プラットフォーム」
を全国２か所に用意
⇒ 共同化・集約化

ソフトウェアを国
（総務省）で一括
開発

都道府県

各地方公共団体では、番号制度の導入に
併せて、住基システム・税務システムなど
の既存業務システムの改修が発生

団体内統合宛
名システム等

３



LG-WAN

地方公共団体における中間サーバーの共同化・集約化（イメージ）

全国運用
センター

西日本
接続拠点

東日本
接続拠点

西日本センター

西日本
メイン

東日本センター

西日本バック
アップ

東日本バック
アップ

東日本
メイン

中間サーバー・プラットフォーム（仮称）
として全国２か所に拠点に用意

都道府県

市町村

市町村

都道府県

各団体は、LGWANを通
じて中間サーバーを利用

データベースは

各団体ごとに明確
に区分管理

中間サーバーのソフ
トウェアを一括開発し、

配布

情報提供ネットワークシステム
（インターフェイスシステム）

（東日本）

国の行政機関等

総務省

データベースに
特定個人情報
の副本を保存

相互バックアップにより
業務継続性を強化

情報提供ネットワー
クシステム

（コアシステム）

情報提供ネットワークシステム
（インターフェイスシステム）

（西日本）

中間サーバー・プラットフォーム（仮称）

地方公共団体情報システム機構

４



マイナンバー等分科会中間とりまとめの概要(2014年5月20日)
「世界最先端のIT利活用社会」のインフラとして、マイナンバー制度の普及と利活用を図

るため、国・地方・民間が連携して取り組むべき事項

【目指すべき社会】  誰もがより安全・安心にインターネットを利用できる基盤を持つ社会
 誰もが必要な時に自身の情報にアクセスし、利活用でき、サービスへの満足度

が向上する社会
 国・地方・民間の様々な手続き・サービスが、シームレスかつ効率的に連携し、

広く電子的に完結できる社会

個人番号カード

誰もが取得できる 実
社会・オンラインの 本

人確認手段

• 暮らしに係る公的サービスに係るカード類（健康保険証、印鑑登録カード等）や、
広く保有される資格の証明書類（国家資格等の資格の証明書、国家公務員身
分 証明書等）等の、個人番号カードへの一元化／一体化

• コンビニ交付等、個人番号カードを利用した利便性の高いサービスの拡大
• 官民の様々な本人確認を要する手続きでの利用に向けた調整・周知
• オンライン本人確認手段である公的個人認証サービスの行政・民間利用の拡大
• 取得に係る本人負担の軽減 等

マイポータル/マイガバメント

暮らしに係る利便性の高い 官民
オンラインサービスの提供

• 利用者に係る特定個人情報や医療・介護・健康等に係る自己情報の閲覧
• 利用者の利益になる情報を提供するプッシュ型サービス
• 引越しや死亡等のライフイベントに係るワンストップサービス
• サービスに必要な情報をデータで入手・利用できる仕組み
• シームレスなサービス利用に向けた本人確認に係る官民連携基盤
• スマートフォンやCATV等、利用チャンネルや認証手段の拡大
• 高齢者等が安心して利用できるサポート体制や代理利用の環境整備

個人番号/法人番号

名寄せ・突合による 情報の
正確で迅速な確認

• 行政における個人番号を利用した業務・システム見直し
• 行政が保有する法人に係る公開情報への法人番号の付与の徹底
• 法人番号を利用した法人ポータルの構築

これらに近接し、更なるメリットが期待できる以下の分野へのマイナンバー利用範囲の拡大等を検討
①戸籍事務、②旅券事務、③預貯金付番、④医療・介護・健康情報の管理・連携、⑤自動車登録事務



出所：
内閣官房 情報通信技術（IT）総合戦略室
内閣官房 社会保障改革担当室
＊須藤は、総務省マイナンバー検討の座長、内閣官房マイナンバー検討の構成員

マイナポータルのサービス
およびシステムのイメージ



マイナンバー制度の導入に併せて新たに構築する個人ごとのポータルサイトを、マイナちゃんに ちなみ「
マイナポータル」とすることに決定しました。

マイナポータルについて

マイナポータル

②情報提供等記録表示：
国や自治体などの間の特定個人
情報のやり取りの記録の閲覧

①自己情報表示：
自治体などが保有する自らの特
定個人情報の閲覧

④ワンストップサービス： 引っ
越しなどライフイベントに 関する
手続きの官民横断的なワ ンスト
ップ化

③お知らせ情報表示：
自治体などからの予防接種や年
金、介護などの各種のお知らせ
の受け取り

⑤電子私書箱：
行政機関や民間事業者などから
支払証明書などの各種電子デー
タを受領し活用する仕組み

⑥電子決済サービス：
納税や社会保障などの決済を
キャッシュレスで電子的に行う
サービス

ねんきんネット ｅ－Ｔａｘ

マイポータルの機能や、これまでマイガバメ ント
で提供するとしていた官民横断的なワン ストッ
プサービスなどを一体的に提供する個 人ごとの
ポータルサイトとして、より親しみ を感じられる
よう「マイナちゃん」の名前に ちなみ「マイナポー
タル」としました。

他のサイトとのＩＤ連携、データ連携

平成29年１月以降 順
次サービス開始予定

連携先は今後eLTAX等
に順次拡大する予定
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サービス全体像（イメージ）

マイナポータル

ねんきんネット

国税電子申告・
納税システム

情報提供等記録開示システム

電子決済機能
民間（決済代行）

サービス

民間（送達）
サービス

地方公共団体等

日本年金機構

国税庁

情報提供
ネットワーク
システム

インターネット

民 間 行政機関等

各種民間事業者

サービスの流れ

民間（送達）サービス
の流れ

日本年金機構・ねんきんネット

国税電子申告・納税システム

ワンストップ機能

電子私書箱機能

民
間

（
送

達
）
サ
ー
ビ
ス

シングルサインオン

公的個人認証

ID／PW①

ID／PW②

ID／PW③



マイナポータル

ワンストップ機能

氏名
住所（前住所）
連絡先
電子私書箱識別情報

電子私書箱機能及びワンストップ機能（引越し）のイメージ

①事前入力

インターネット

電子私書箱機能

各種民間事業者

事前入力情報

引越し

自動入力

市区町村
（転出元）

市区町村
（転入先）

インターネット

②サービス選択

⑤確認やダウンロード

① 氏名、住所、連絡先、電子私書箱の利用者が識別できる情報など、共通項目を事前入力
② 届け出先を選択し、補完情報を入力（事前入力した情報は自動入力）
③ 選択された届け出先に電子私書箱の機能を利用して一斉送信
④ 処理完了の通知や関連する案内などを受領
⑤ 通知や案内などの確認やダウンロード

③
一
斉
送
信

④通知や関連する案内など

3

電力、電話会社

行政機関

民間事業者は幅広く募り、利便性の向上を図る。

金融、保険など

民間（送達）サービス



マイナポータル

電子決済機能
インターネットバンキ

ング
クレジットカード決済

など

情報提供等記録
開示システム

お知らせ情報表示
②お知らせ受信

③納付手続き
（電子決済）

情報提供
ネットワーク

システム

インターネット

①納付のお知らせ・電子決済情報（URL形式等）

インターネット

④収納

地方公共団体日本年金機構

① 納付に関するお知らせ及び電子決済情報（URL形式等）を送信
② 電子決済情報が含まれたお知らせを受信
③ 電子決済情報をクリックし、電子決済にて納付
④ 決済代行事業者を経由して日本銀行又は指定金融機関等へ決済情報を送信し、収納
⑤ 収納されたことを通知
⑥ 電子私書箱あてに送付された納付済通知書の確認やダウンロード

日本銀行

決済代行事業者 指定金融機関等

電子決済機能を用いた納税のイメージ

⑤通知

4

電子私書箱機能
⑥確認やダウンロード

国税庁

国税電子申告・
納税システム

⑤通知

納付済
通知書など

※

※ 国税については納付に
関するお知らせをe-Taxの
「メッセージボックス」経由
で受け取ることを想定。

民間（送達）サービス

シングルサインオン
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主な機能等 27年度 28年度 29年度
以降

情報提供等
記録開示
システム

電子私書箱、
ワンストップ機能

及び
電子決済機能

実現に向けたスケジュール（案）

・参画可能な機関への呼びかけ
・ワンストップサービスの拡充に向けた自治体及び民間事業者等との協議
・民間（送達）サービス事業者との協議
・決済代行事業者との協議

システム構築

技術要件等の検討及び構築

参画機関向け各種ガイドライン等の整備

平成29年1月
サービス開始

平成29年1月頃
サービス開始

運用テスト

運用テスト



東京大学大学院 須藤 修

平成２７年（2015年）５月２０日

＜総務省における検討と取組み＞
公的個人認証サービス・個人番号カードの利活用について

マイナンバー等検討部会における報告



ICT街づくり推進会議

これまでの検討体制

個人番号を活用した今後の行政サービスの
あり方に関する研究会

共通ID利活用WG

（検討事項）
個人番号カードの活用方策 等

（主査）
須藤 修（東京大学）

（オブザーバー）
内閣官房社会保障改革担当室、厚生労働省、経済産業省

（2013年12月26日～）

（検討事項）

(1)個人番号を活用した情報連携

(2)個人番号カードの普及・利活用
(例)
・コンビニ交付等の多目的利用通じた個人番号カード
の利便向上
・個人番号カードの多目的利用の方法（ICチップ、公的
個人認証）
・民間事業者のICチップ空き領域活用
・個人番号カードを利用しやすい環境構築

(3)海外に在留する者への行政サービス

(4)プッシュ型情報提供・電子申請

（座長）
須藤 修（東京大学）

（オブザーバー）
内閣官房社会保障改革担当室、情報通信技術（IT）総合
戦略室、特定個人情報保護委員会事務局、
厚生労働省

（2014年7月14日～）

＜敬称略＞

（検討事項）
今後の「街づくり」における最も汎用的な共通IDとして期待
される個人番号カードの活用・普及策に関する検討

（座長）
岡 素之（住友商事(株)相談役）

（オブザーバー）
内閣官房情報通信技術（IT）総合戦略室、厚生労働省
経済産業省、国土交通省、農林水産省

（2012年1月16日～）

＜敬称略＞



電子私書箱によるワンストップサービスの実現に向けた取組概要

(1)日本郵便、ＮＨＫ、日本生命等の協力を得て、電子私書箱の具体的機能の明確化及び関係者の「作業」
と「コスト」を明確化。

(2)電子私書箱に期待される機能として、「本人が作成した書類」や「本人以外の第三者が作成した証明書」に
ついて、指定された宛先に所要の認証を行った上、送付する機能を実証の対象とすることとした。

(3) 26年度は、上記のうち、「本人が作成した書類の一斉配信」と「公的個人認証サービスの変更確認機能」を
組み合わせた、「引越し一斉通知のワンストップサービス」を検証。

２６年度の取組

２７年度の取組（案）

(1) 27年度では、本人に関する各種証明書（公的機関や民間企業が作成）について、本人が指定する者に対
して配信を行うユースケースを検証。

(2) 受取人において、以下が可能となるユースケースを検証。日本郵便等の協力を得て、作業とコストを明確化。
①作成者本人によって作成された文書であること（非改ざん性・本人性）の確認。
②証明書の作成権限ある者が作成した書類であることの確認。



民間企業

個人
（申請者）

法人
（証明書発行機関）

電子私書箱 行政機関

【個人番号カード】
①個人の実在性の確認
（申請者・担当者）

申請書及び第三者
作成の証明書を送付

電子私書箱を活用した申請手続ワンストップサービス

申請
文書

電
子
証
明
書

証明
書

電
子
証
明
書

申請書を作成・電子署名

個人番号カードを
使って証明書送
付

私書箱

資格情報DB

証明書を作成・代表者が署名

申請
文書

電
子
証
明
書

証明
書

電
子
証
明
書

申請
文書

電
子
証
明
書

証明
書

電
子
証
明
書

個人番号カードを
使って申請書送付

（１）電子私書箱は、個人又は法人からの依頼に基づき、「個人等（申請者）が作成した申請書」及び「第三者の作
成した証明書」を行政機関等に対して、ワンストップで提供する。

（２）『電子私書箱から送付される文書』について、受取人（行政機関・法人）において、①作成者本人によって作
成された文書であること（非改ざん性・本人性）を確認できること、及び②権限の委任（証明書の作成権限の
ある者が作成した書類であること）を担保する仕組みが必要。

（３）この仕組みを実現するためには、代表者からの権限委任に係る最新情報の登録が課題。

個人番号カード

法人代表者

個人番号カード

代表者電子証明書

権限の委任

法務省

登記情報

商業登記認証
局

【法人代表者証明書】
①法人の実在性、代表
者の確認

電子証明書

委任権限情報
・法人番号
・代表者氏名・住所
・受任者氏名・住所
・委任の範囲
・担当者シリアル番号

電
証
明
書

公的個人認証サービス
証明書発行･失効等管理

J-LIS
（地方公共団体情報システム機構）

②担当者の証明書作成
権限の有無について確認

書類の真正性（内容・
作成者）権限を確認

書類の真正性（内容・
作成者）権限を確認

担当者

電子証明書

証明書の例
・税務署への保険料控除申請時の保険会社からの証明書
・就職企業先への大学等の卒業証明書
・自治体への保育所利用申請時の雇用証明書



実施地域 協力者 事業内容

①

山形県酒田市
大分県別府市

・酒田市、日本海総合病院、フィディ
アホールディングス、クレディセゾ
ン他

・別府医師会、別府市、他

・健康保険証のオンラインでの資格確認
に個人番号カードを活用
（酒田市ではクレジットカード決済も実施）

②

長野県須坂市
富山県南砺市
三重県いなべ市等

・須坂市、須高ケーブルテレビ 他
・南砺市、となみケーブルテレビ 他
・いなべ市、CTY 他

・CATVのSTBのカードリーダーで個人番号

カードを読み取り、利用者認証、テレビ画
面でヘルスケア情報を閲覧、自治体の施
設予約を実施

③

群馬県前橋市 他

前橋市他自治体、前橋市医師会、一
般社団法人「ICTまちづくり推進共通
プラットフォーム推進機構」 他

・様々な情報が集約されている「健康情
報ポータル」へのアクセス手段として個人
番号カードの本人認証機能を活用（例：
母子健康手帳）

④
徳島県美波町、
東京都豊島区

徳島県、美波町、豊島区、日本テレ
ビ、四国放送

・避難確認と見守りサービスへ個人番号
カードの本人認証機能を活用

⑤ 鳥取県西伯郡南部町
鳥取県西伯郡南部町、中海テレビ放
送

・個人番号カードによる高齢者や子供の
見守り



高齢者・子ども見守り ＜総務省ＩＣＴ街づくり推進事業（鳥取県南部町）＞

 ケーブルテレビ網とＩＣカードを活用した地域住民向けの健康づくりサービスの実現可能性を検討するとともに、地域課
題である少子高齢化への対策と新産業の創出を目的とする。

ケーブルテレビ網・ＩＣカードを活用した健康づくり、高齢者・子ども見守り

実
証

内
容

課
題
・

目
的

成
果
・

効
果

 機器の利用状況データを取得するとともに、アンケート調査を実施し、サービスの実現可能性等を調査。

・アンケートでは42.5％の利用者がサービスの継続・実用化を希望し、
「サービスが実用化された場合に支払ってもよい」と思える1人当たりの利用料は、平均562円／月。
⇒230人以上に展開できれば事業化が可能となる見込み。

 市内のモニター40名にＮＦＣ対応の体組成計、血圧計、活動量計を配布し、各種健康データをケーブルテレビ網を通じ
てクラウドサーバへ蓄積。個人番号カード導入を見据えた仕組みにより認証を行い、蓄積したデータを利用者本人が閲
覧可能とするとともに、介護支援専門員等からアドバイス等を行い、住民の健康づくりを支援。

個人番号カードと次世代STBを利用した個人認証

個人番号カードを活用した子どもの行動履歴確認

個人番号カード導入を見据えた行政住連携

行政保有の
健康診断データ

オープン化

なんぶスマートライフ・プロジェクト推進事業

個人番号カード
の読み取り

個人番号カードによる高齢者見守り

日々の健康
状態をクラウドへ

登録

行動履歴の
可視化による
安否確認

鳥取県南部町は、総務省からの支援により、ＩＣＴ街づくり推進事業（H26年度）を実施。



平成27年 内閣府⼤⾂官房番号制度担当室

個⼈情報の保護に関する法律 及び ⾏政⼿続における
特定の個人を識別するための番号の利用等に関する

法律の一部を改正する法律案（概要）

＜マイナンバー法改正部分＞



個⼈情報の保護に関する法律 及び ⾏政⼿続における特定の個⼈を
識別するための番号の利⽤等に関する法律の⼀部を改正する法律案

個⼈情報保護法の改正のポイン
ト

個⼈情報保護法

番号利⽤法

個⼈情報の保護と有⽤性の確保に関する制度改正

○個⼈情報の取扱いの監視監督権限を有する第三者機関（個⼈情報保
護 委員会）を特定個⼈情報保護委員会を改組して設置 など

２．適切な規律の下で個⼈情報
等の有⽤性を確保

２．適切な規律の下で個⼈情報
等の有⽤性を確保

・匿名加⼯情報（仮称）に関する加⼯⽅法や取扱い等の規定の整備
・個⼈情報保護指針の作成や届出、公表等の規定の整備

３．個⼈情報の保護を強化
（名簿屋対策）
３．個⼈情報の保護を強化
（名簿屋対策）

・トレーサビリティの確保（第三者提供に係る確認及び記録の作成義務）
・不正な利益を図る⽬的による個⼈情報データベース提供罪の新設

１．個⼈情報の定義の明確化
１．個⼈情報の定義の明確化

４．個⼈情報保護委員会の新
設及びその権限

４．個⼈情報保護委員会の新
設及びその権限

５．個⼈情報の取扱いのグロー
バル化

・個⼈情報保護委員会を新設し、現⾏の主務⼤⾂の権限を⼀元化

・国境を越えた適⽤と外国執⾏当局への情報提供に関する規定の整備
・外国にある第三者への個⼈データの提供に関する規定の整備

特定個⼈情報（マイナンバー）の利⽤の推進に係る制度改正

○⾦融分野、医療等分野等における利⽤範囲の拡充
⇒預貯⾦⼝座への付番、保健事業（メタボ健診等）に関する事務におけ
る 利⽤、予防接種に関する事務における接種履歴の連携等

・匿名加⼯情報（仮称）に関する加⼯⽅法や取扱い等の規定の整備
・個⼈情報保護指針の作成や届出、公表等の規定の整備

・トレーサビリティの確保（第三者提供に係る確認及び記録の作成義務）
・不正な利益を図る⽬的による個⼈情報データベース提供罪の新設

・国境を越えた適⽤と外国執⾏当局への情報提供に関する規定の整備
・外国にある第三者への個⼈データの提供に関する規定の整備

・個⼈情報の定義の明確化（⾝体的特徴や個⼈に発⾏される符号等が該当）
・要配慮個⼈情報（仮称、いわゆる機微情報）に関する規定の整備
・個⼈情報の定義の明確化（⾝体的特徴や個⼈に発⾏される符号等が該当）
・要配慮個⼈情報（仮称、いわゆる機微情報）に関する規定の整備

・本⼈同意を得ない第三者提供(オプトアウト規定)の届出、公表等厳格化
・利⽤⽬的の変更を可能とする規定の整備
・取扱う個⼈情報が5,000⼈以下の⼩規模取扱事業者への対応

・本⼈同意を得ない第三者提供(オプトアウト規定)の届出、公表等厳格化
・利⽤⽬的の変更を可能とする規定の整備
・取扱う個⼈情報が5,000⼈以下の⼩規模取扱事業者への対応

６．その他改正事項

６．その他改正事項

1



マイナンバーの利用範囲の拡大等について

『世界最先端IT国家創造宣言』（平成26年６月24日閣議決定）等を踏まえ、さらなる効率化・利便性の向上が見込まれる分野
に ついてマイナンバーの利用範囲の拡大や制度基盤の活用を図るとともに、マイナンバー制度の主たる担い手である
地方公共団 体の要望等を踏まえ、所要の整備を行う。

１．預貯金口座へのマイナンバーの付番

① 預金保険機構等によるペイオフのための預貯金額の合算において、マイナンバーの利用を可能とする。

② 金融機関に対する社会保障制度における資力調査や税務調査でマイナンバーが付された預金情報を効率的に利用できるようにする。

２．医療等分野における利用範囲の拡充等

① 健康保険組合等が行う被保険者の特定健康診査情報の管理等に、マイナンバーの利用を可能とする。

② 予防接種履歴について、地方公共団体間での情報提供ネットワークシステムを利用した情報連携を可能とする。

３．地方公共団体の要望を踏まえた利用範囲の拡充等

① すでにマイナンバー利用事務とされている公営住宅（低所得者向け）の管理に加えて、特定優良賃貸住宅（中所得者向け）の管理におい
て、マイ ナンバーの利用を可能とする。

② 地方公共団体が条例により独自にマイナンバーを利用する場合においても、情報提供ネットワークシステムを利用した情報連携を可能
とする。

③ 地方公共団体の要望等を踏まえ、雇用、障害者福祉等の分野において利用事務、情報連携の追加を行う。



預貯金付番に係る法整備の概要（財務省作成資料）
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医療等分野におけるマイナンバーの利用拡充について

１．健康保険組合等の行う特定健康診査情報の管理等における利用

被保険者が転居や就職・退職により保険者を異動した場合でも、マイナンバーを活用して特定健診等の情報を保険者間で円滑に引き継
ぐことに より、過去の健診情報等の管理を効率的に行うことが可能となり、効果的な保健事業を推進できる。

Ａ健保組合 Ｂ健保組合

データの引き継ぎ
※

マイナンバーによりデータ の紐

付けが容易かつ確実

２．地方公共団体間における予防接種履歴に関する情報連携

予防接種法に基づく予防接種の実施は、有効性・安全性等を考慮し、過去の接種回数、接種の間隔などが定められている。このため、転
居者に ついては、転居前の予防接種履歴を正確に把握することにより、より一層の有効性・安全性を確保することができる。

マイナンバーによりデータ

氏名 ○○ ○○ （個人番号４５６・・・）
生年月日 平成○年○月○日

の紐付けが容易かつ確実

氏名 ○○ ○○ （個人番号４５６・・・）
生年月日 平成○年○月○日

甲市 乙市

乳児の月齢に応じ
た適切な予防接種
の実施勧奨等ヒブ ２回

肺炎球菌 ３回

四種混合 ２回

・・・ ・・・

情報連携※
月齢を踏まえ
れば３回目の
接種勧奨が必
要であること
が確認できる

転居

4

※ データの引継ぎは本人同
意 が前提

※情報連携においては符号を用いる
。

年齢 40 41 42 ４３

身長 175 175 176 176

体重 60 62 70 70

腹囲 78 80 86 87

・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・

過去のデータを踏
まえた効果的な
保険指導の実施

年齢 40 41 42 ４３ 44

身長 175 175 176 176 176

体重 60 62 70 70 72

腹囲 78 80 86 87 87

・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・

転職により保険者を異動

ヒブ ２回

肺炎球菌 ３回

四種混合 ２回

・・・ ・・・

氏名
○○ ○○

被保険者証 記号
・番号 987…

個人
番号 123…

氏名
○○ ○○

被保険者証 記号
・番号 654…

個人
番号 123…



地方公共団体の要望を踏まえたマイナンバーの利用拡充について

１．特定優良賃貸住宅の管理に関する事務におけるマイナンバーの利用

現状

２．マイナンバー独自利用事務における情報提供ネットワークシステムの利用

地方公共団体が条例を定めることにより独自にマイナンバーを利用する場合に、情報提供ネットワークシステムを利用した情報連携を
可能とす ることにより、添付書類の削減を可能とするなど、マイナンバーの独自利用による効果をより一層高めることができる。

公営住宅の管理
に関する事務

マイナンバー

特定優良賃貸住
宅の管理に関す
る事務

・一方においてマイナンバーが利用できないため、
却って 事務が非効率化するおそれ

・同種の手続きにおいて一方は添付書類不要で、一方
は 必要とされるのは申請者に混乱を来すおそれ

公営住宅の管理
に関する事務

マイナンバー

特定優良賃貸住
宅の管理に関す
る事務

・特定優良賃貸住宅の管理についてもマイ
ナン バーの利用を可能とする

・公営住宅の管理、特優賃の管理についてマイナン
バー を利用して、一体として効率的に処理が可能

・いずれの申請手続きにおいても添付書類は不要とな
り、 住民の利便性がより一層向上する

改正

マイナンバー

・公営住宅、特優賃について、一体で事務処理
・入居申請に必要な添付書類も同一

情報提供ネッ
ト ワークシス
テム

Ａ県 Ｂ市

○高等学校等修学支援金支給

法に基づく事務

 マイナンバー高等学校の授業料

補助

地方税関係情報

（所得情報）

○県の独自事務
 高等学校の授業料補助の

上乗せ
マイナンバー

別表第１に基づ
きマイナンバー
の利用が可能

条例を定めること
でマイナンバー
の利用が可能

・別表第２に基づき情報
連携可能

・課税証明書の添付不要

現行では情報連携できな
いため、課税証明書の添
付が必要

5



特定個人情報保護委員会の改組について

１．個人情報全般の保護への所掌事務拡
大

現状 改組後

個人情報全般について

・適正な取扱いの確保のための監督
・認定個人情報保護団体の監督
・個人情報全般に関する広報・啓発
・個人情報の取扱いに関するグローバル化への対
応 等

※行政機関等が保有する個人情報の取扱いに関する総務大臣の権限・
機能等と委員会の関係については、総務省の研究会において検討中。

２．組織形態

・特別職の委員長及び委員からなる合議制の第三者機関
・委員は、国会の同意を得て任命（国会同意人事）され、独立して職権を行使
・所掌事務の拡大に伴う体制の強化 6

マイナンバーについて

・適正な取扱いの確保のための監視・監
督
・特定個人情報保護評価
・保護に関する広報・啓発
・海外機関との連携・国際協力 等

マイナンバーについて

・適正な取扱いの確保のための監視・監
督
・特定個人情報保護評価
・保護に関する広報・啓発
・海外機関との連携・国際協力 等

マイナンバーの事務は引き続き実施しつつ、 新たに個
人情報全般の適正な取扱いの確保に所掌を拡大



厚生労働省 2014年12月



在宅医療と介護の連携のための
情報システムの共通基盤の構築

東京大学高齢社会総合研究機構

在宅医療と介護の連携に関する
実証研究プロジェクト（座長：須藤修）
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(70.1%)

(10.9%)

(19.0%)

自立

手段的日常
生活動作に
援助が必要

基本的＆手
段的日常生
活動作に援
助が必要

死亡

出典） 秋山弘子 長寿時代の科学と社会の構想 『科学』 岩波書店, 2010

女性

(87.9%)
(12.1%)

年齢

高齢者の増加と多様なパターン
ー 全国高齢者20年の追跡調査 ー
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H24年齢別医療費(金額、厚労省）
＊成人は高齢化するほど医療費がかかるが、後期高齢者は加齢とともに総数が減少する



■ 総務省、厚生労働省と連携し、在宅医療・介護分野における多職種※が異なるシステム間で情報を共有す

るための情報連携基盤を標準的な形で構築し、この情報共有に係る課題を解決するための実証事業を実施。

在宅医療・介護分野における厚生労働省及び総務省の取組（平成25～26年度）

※在宅医療・訪問看護・訪問介護等の従事者

インター
フェース部会

厚生労働省事業（事務局：東京大学） 総務省事業（事務局：野村総研）

■ 在宅医療・介護分野において共有すべき情報を

整理するとともに、標準的な情報連携基盤の機能

（多職種の情報連携に必要なインターフェース、認

証、セキュリティ等）に必要な要件等について検討。

■ 総務省における実証の成果を踏まえ、在宅医療

と介護の連携における情報システム利用に関する

ガイドライン草案を作成。

■ 在宅医療と介護の退職連携に関する業務手順と

業務量を把握し、定量効果測定可能な環境を整備

在宅医療と介護の多職種連携に関する
調査研究委員会
（座長：須藤 修）

調査作業
部会

機能要件等
の提示

実証成果の
インプット

（体制図）

■ 厚生労働省において検討された機能要件を踏

まえ、実際に情報連携基盤を構築し、多職種の情

報連携に必要なインターフェース、認証、セキュリ

ティ等の機能の有効性や情報連携による業務の効

率化への効果等を検証するための実証を実施。

■ 厚生労働省において検討されたガイドライン草

案を踏まえ、標準化に向け、共有すべき情報項目

の精査を実施。

（体制図）

※ 平成25年度は、「在宅医療と介護の連携における情報
システム利用に関するガイドライン検討委員会」

（委員長：須藤修）

※ 平成25年度は、「在宅医療・介護分野における情報連携
基盤の開発及び利用の実証に関する協議会」

（座長：須藤修）

標準化部会
各フィールド
実証部会

在宅医療・介護分野における
情報連携基盤の推進に関する協議会

（座長：須藤 修）



A市

B市

会社員

長女Ｃ子

専業主婦

次女Ｊ子

患者

（母親）

医師

医師

ケアマネ

訪問看護師

訪問
看護師

ケアマネ

最初は
長女と同居

胃がん手術後
在宅で療養要介護認定３

認知症状
徘徊の心配

Ｆ社
情報共有システム

ＶＰＮ

インターネット

Ａ市

在宅ケア
チーム

❶

❷

次女のところへ
引っ越し

Ｋ社
情報共有システム

Ｂ市

在宅ケア
チーム

「ケアの方向性
温度板、ケア記録

次女の都合が悪い時
長女のところへ
ショートステイ

❸
病院医師

40



医師A

連携
システム

業務
システム
（情報入力）

医師B看護師B

医療・介護
従事者

連携基盤 在宅医療・介護情報連携基盤(CHR-GW)

在宅医療・介護連携システム

（カナミックネットワーク
: TRITRUS）など

富士通
EGMAIN
など

富士通
WINCARE

など

セコム医療システム
ユビキタス電子カルテ

など

在宅医療・介護連携システム
（富士通: 往診先生）など

対象患者
（矢印はケアを
行うチームの

範囲）

連携OK♪

患者A

地域医療連携システム

（NEC: ID-Link）など

医師C

カルテ
など

カルテ
など

医師D

カルテ
など

調剤情報
検査結果

など

調剤薬局
検査センター

医師E

地域医療連携システム

（富士通: HumanBridge）など

連携OK♪

連携OK♪

患者D

患者C

医療情報連携基盤（EHR-GW）

レセプト
コンピュータ

など

日立
システムズ
福祉の森

など

ケアマネC 医師F

連携OK♪

患者B 連携OK♪

患者E

PIX Manager
PID Source

PIX/PDQ

注) 上記職種の他にも，作業療法士，理学療法士，
歯科衛生士等，様々な職種が連携する．

IFモデル
仕様

IFモデル
仕様

IFモデル
仕様

IFモデル
仕様

IFモデル
仕様

RCアップ
ローダ

PIX/PDQ
XDS/XCA

簡易画面

簡易
レポジトリ

簡易
レポジトリ

歯科医師G

医療情報連携基盤 (EHR) 及び在宅医療・介護
情報連携基盤 (CHR) の関係モデル

出所：在宅医療・介護分野における情報連携基盤の推進に関する協議会（2015）
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